
車両本体（税抜）

付属品明細（取付工賃・部品代・消費税抜）

プラスチックバイザー

フロアカーペット

ETC（ビルトインタイプ）

カーナビ
（純正・アラウンドビュー又はバックビューモニタ付き）

ドライブレコーダー（純正・前後録画）

パワースライドドア

スタッドレスタイヤ（４本・ホイール付き）

スペアタイヤ（応急用）

小計

車両合計

設計金額（税抜）※千円未満切捨て

消費税

設計金額（税込）

令和8年度　仁淀川町総務課車両購入事業
金入設計書

設計金額

※重量税、自賠責保険料、リサイクル預託金、新規検査登録手数料は別途落札者より請求
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１   件  名     令和8年度  仁淀川町総務課車両購入事業 

２   数  量     １台 

３   納入場所     高知県吾川郡仁淀川町大崎２００番地 （仁淀川町役場） 

４   納入期限     令和８年９月３０日 

５   総  則 

（１） この車両は、仁淀川町で購入し、 主に総務課で使用するものであり、各部の構造及び耐久

性については業務の特異性を考慮のうえ、安全性、操作性に優れ、長期の使用に耐えられるも

のであることとする。 

 

６   一般事項 

（１） 本仕様に記載のない事項及び疑義のある事項等については、担当職員と協議のうえ、その指

示に従うこと。 

（２） 契約後、 メーカーの都合により製品の仕様が変更になった場合には、担当職員と協議し承諾

を得ること。 

 

７   仕様 

次に示す仕様、且つ、新車であること。 

＜参考車両＞トヨタ：ノア 日産：セレナ スズキ：ランディ ※同等品可 

（１）  車両形式 普通自動車（ミニバン・ハイブリッド自動車) 

（２）  排気量  ２，０００ｃｃ以下 

（３）  使用燃料 レギュラーガソリン 

（４）  エンジン ハイブリッド（e:HEV、S-HYBRIDでも可） 

（５）  駆動方式 ２WD オートマチック等自動変速装置 

（６）  ドア数  ５ドア以上 

（７）  乗車定員 ７名 

（８）  車体カラー 白系 

（９）  燃費基準 グリーン購入法で定められた燃費基準を満たす車両であること 

（１０） 排出ガス基準 グリーン購入法で定められた排出ガス基準を満たす車両であること 

 

８   付属品及び装置等 （標準的に装備されているものを含む） 

ア  プラスチックバイザー 

イ  フロアカーペット 

ウ  ＥＴＣ（ビルトインタイプ） 

エ  カーナビ（純正品・アラウンドビュー又はバックビューモニター付き） 

オ  ドライブレコーダー（純製品・前後録画） 

カ  パワースライドドア 

キ  スペアタイヤ（1本、応急用） 

ク  スタッドレスタイヤ（4本、ホイール付き） 
  



９   自動車車検等の手続き 

次に掲げる事項は受注者が代行すること。 

（１） 道路運送車両法に基づく「自動車検査」及び「自動車登録」に必要な手続き等。 

（２） 自動車損害賠償保証法に基づく「責任保険」契約の締結（３７ヶ月） 

但し、契約する期間は、自動車検査有効期間とする。 

（３） 自動車重量税法に基づく「自動車重量税」 の納付。 

（４） 自動車リサイクル法に基づくリサイクル料金の納付。 

 

１０   提出書類 

（１） 自動車取扱説明書 

（２） 自動車損害補償責任保険証明書 

（３） 自動車検査証 

（４） リサイクル預託証明書 

 

１１   納品検査 

本車両の納入に際しては、 町担当者の立会のもとで納入検査を行う。 なお、 検査等で不合格の 

場合は取り替え又は修正により再検査を受けるものとする。 

 

 

１２  入札額 

入札書に記載する価格は以下のものを見積もった額の合計額とする。 

ア  車両本体価格（付属品等含む） 

イ  検査登録（届出）手続き代行料 

ウ  納車費用 

エ その他納車にかかる経費等 

※１   入札書には消費税を含めない金額を記載すること。 

※２   自賠責保険料、重量税、 リサイクル預託金、検査登録（届出）手続法定費用は受注者に別途 

支払うものとする。 

 

 

１３   保証期間 

（１） 車両のほか取付品については、メーカーが定めた期間とし、受注者の責任において保証 

するものとする。 但し、 故意、 過失によるものについてはこの限りでない。 

（２） 保証期間以後、設計又は製造上の原因により発生した故障は、受注者の責任において交 

換又は修理を行うものとする。 


